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研究テーマ 
ICTを活用した主体的・対話的で深い学びを推進するための取組 

～生徒用タブレットの効果的な活用方法の研究～ 

本年度の 

研究目標 

（１）「主体的・対話的で深い学び」の視点を重視した授業改善に取り組む。 

（２）「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて，生徒用タブレットの効果的な

活用方法を模索する。 

（３）生徒用タブレットの活用に向けて，利用規約や導入ガイドラインを策定する。 

（（１）～（３）の成果を生徒向けのアンケートや考査，実技試験における「思考力・

判断力・表現力」を重視した問題の出題を通し，本課題の評価を行う。） 

研 究 の 実 施 内 容 

実施月日 内       容 
備 考   

(対象生徒等) 

 

５月 17日 

 

 

 

５月 24日 

27日 

６月 11日 

 

６月 18日 

 

 

７月５日 

 

 

 

 

７月 26日 

 

 

 

７月 30日 

８月 27日 

10月４日 

  

 

【全日制】 

第 1回研究推進委員会 

・研究推進委員の顔合わせ 

・本事業の趣旨，今後の取組方針の確認 

・各教科への確認事項，検討事項の依頼 

生徒用タブレット端末（957台）各クラス配付 

 

高等学校教育課学校訪問 

（あいちラーニング推進事業の一環として地歴公民科の授業を参観） 

第２回情報化推進委員会 

・生徒用タブレット端末の利用状況の共有 

・情報端末利用規約および規約運用規定の検討 

第２回研究推進委員会 

・公開授業についての連絡 

・各教科からのタブレット端末の利用方法の意見共有 

・授業での ICT機器利用の実践例提出の依頼 

・情報端末利用規約の運用などに関する連絡 

地区の重点校（半田東，常滑，大府東）対象の第１回連絡協議会 

・令和元年度から令和３年度までの主管校における実践報告 

・重点校の今後の研究計画に関する情報交換 

・今後の予定の確認 

保健体育科 事前指導（名古屋学院大学 四方田健二 准教授） 

地歴公民科 事前指導（名古屋文理大学 中村 麻理 教授） 

第３回研究推進委員会 

・公開授業についての連絡 

・生徒用タブレット端末の取り扱いに関する変更点の説明 

 

 

 



  

 

 

10月 25日 

│   

11月 12日 

11月４日 

11月９日 

11月 12日 

11月 16日 

11月 17日 

１月 27日 

 

・学級閉鎖などへの対応に関する説明 

公開授業週間（３週間） 

・各教科の研究授業者（２～３名）による授業の実施 

 

重点校の公開授業（愛知県立常滑高等学校） 

重点校の公開授業（愛知県立大府東高等学校） 

令和３年度あいちラーニング推進事業研究成果合同発表会 

重点科目（地歴公民・保健体育科）の公開授業および研究協議 

重点校の公開授業（愛知県立半田東高等学校） 

地区の重点校（半田東，常滑，大府東）対象の第２回連絡協議会 

・各校の本年度の研究に関する実践報告 

 

６月 24日 

 ９月 16日 

10月４日 

11月 16日 

1月 20日 

1月 28日 

【定時制】 

・職員会議（事業説明、昨年度の取組確認、研究担当者決定） 

・職員会議（ICT活用情報交換） 

・職員会議（公開授業打合せ） 

・公開授業及び振り返り（短時間の協議） 

・校内公開授業 

・校内公開授業 

 

研 究 成 果 の 評 価 及 び 普 及 ・ 還 元 に 関 す る 実 績 

１ 研究内容＜全日制課程の取組＞ 
A）組織の発足 

昨年度新設した「研究推進委員会」を，本年度も継続した。各教科の「研究推進委員」は，定期的

に実施される「研究推進委員会」において意見交換を行い，教科会にてその成果を伝達し，全教員に

授業改善への具体的方策や他教科の進捗状況，ICT機器を利用した効果的な指導法について考える機

会を提供した。 

 

B）取組課題の設定 
一昨年度より本事業に取り組む上で，以下の点（およびその具体的方策）に留意した。 

（５，６に関しては，今年度変更および追加した内容である） 

１ 教科会で，授業での問いの工夫（生徒達に考える習慣を定着させる内容）や，教材・教具

の工夫，教師同士での内容の振り返りなどの議論を行うなど，教科会の充実を図り，授業改

善につなげる。 

２ 授業改善により，定期考査の問題が思考力・判断力を問うような出題内容になるように，

教科担当・学年を越えて議論し問題作成に取り組む。また，昨年度から継続して，思考力・

判断力を評価する出題を可能とするために，科目ごとに定期考査の解答時間の延長を認め

る。 

３ パフォーマンス課題やルーブリックを開発し，観点別学習状況評価を充実させるための取

り組みを行う。 

４ 公開授業では授業者が授業の狙いを明確にし，参観者と共に振り返りを行うことができる

シートを用い，お互いの指導改善につなげる。 

５ 研究授業（全科目）を進める上で以下の具体的方策を採用する。 

(1) 生徒１人１台タブレットを効果的に活用した授業の展開 

(機器の特性を最大限に活用した双方向授業の展開） 

(2) 従来の ICT 機器を利用した授業の枠にとらわれないクリエイティブな授業の創造 

(3) コロナウイルス感染拡大防止による再度の臨時休校に備えた，オンライン教育の可能性

の模索（タブレットの持ち帰りを踏まえた家庭での学習支援や休業課題の設定） 

※詳細は D）具体的方策の実践例にて紹介 



  

 

６ 生徒用タブレットに関する利用規約や導入ガイドラインを策定する。生徒用タブレットを

活用した授業などを実践することで，策定した使用規定や導入ガイドラインが実際の運用に

耐えうるかどうかを検証し，改善する。 

 

C）生徒用１人１台タブレットの導入と利用規約の策定 
 タブレットの導入 

今年度より，１人１台タブレットおよびタブレット用の充電保管庫が導入された。導入までの大

まかな流れは以下の通りである。 

１ 初期設定および動作確認 

２ 充電保管庫の設置および充電計画の設定 

３ 端末の配付および設定 

１の初期設定および動作確認は，図書情報部の教員で行った。その際，初期設定の段階で下記

の問題が生じた。 

・本体の初期不良 

・電源コードの断線 

・アプリケーションのインストール不良 

・充電時にディスプレイが暗い 

・不穏な音が一瞬出る 

また，動作確認の段階では，以下の問題が生じた。 

・Microsoft Teamsのショートカットが存在しない 

・ディスプレイが表示されない 

初期不良端末と電源コードについては交換対応となり，その他の端末については回復ドライブ

を使用することで対応できた。 

５月下旬に各クラスに配備できるようにするため，充電保管庫の設置と充電計画の設定を図書

情報部が事前に行った。タブレットの導入時には，それぞれの端末でWi-Fiへの接続などの設定が

必要なため，学年単位で端末配付のための時間を設けた。この時間内に行う必要があった項目は

以下の通りである。 

・充電保管庫への電源コードの接続 

・生徒用アカウント用紙の配付と確認 

・タブレットの設定 

  タブレットの設定は，Wi-Fiへの同時接続台数が多いと接続ができない端末が増えるため，クラ

ス（40名）を半分ずつ前後半に分けて行った。しかし，学年全体で同時に設定を行ったため，ク

ラスで20名程度の同時接続でも，接続に時間のかかる端末が複数存在し，作業にかなりの時間を

要した。電源コードの接続は，各クラスの生徒２名に事前に接続方法を指導し，この生徒を中心

に作業を行った。電源コードの接続作業では，特に問題は生じなかった。 

  導入後は，後述の利用規約および規約運用規定の策定の他，タブレットの持ち帰りを想定し，

家庭のインターネット環境調査を行った。 

 利用規約および規約運用規定の策定 

 タブレットの導入と並行して，生徒一人一台タブレットの利用規約と規約運用規定（以下，規約）

の作成を始めた。規約策定にあたり，まずあいちラーニング推進事業担当者が作成した原案を各教

科会に下ろし，意見を集約した。その後，意見をもとに修正した原案を「情報化推進委員会」で検

討した。教科会では，主に「生徒がタブレットを使用する際に必要なルール」という観点で規約の

内容を検討した。情報化推進委員会では，「タブレット端末そのものの取り扱いに関するルール」

という観点で規約の内容を検討した。その後，職員会議での周知を経て，運用が開始された。生徒

には，あいちラーニング推進事業の担当者から，規約についての説明を全クラス一斉放送にて行っ

た。今回策定された規約は，充電保管庫の鍵を常に職員室で管理し，担任（副担任）または授業担

当者が鍵の開施錠を行うことを原則に作った。また，規約の策定と同時に，タブレットの持出管理

簿を作成した。通常の授業日に持ち出す場合と長期休業中に持ち出す場合とで，２種類の管理簿を

作成し運用した。 

 実際に規約の運用を始めると，「充電保管庫の鍵を職員室で管理し，担任または授業担当者が開

施錠する」という点が，授業でのタブレット使用の障壁となるという意見が多く挙げられた。その

理由としては，下記の３点が考えられる。 



  

 

・生徒は教員がいないとタブレットの使用準備ができないため，授業開始から準備の時間を取ら

れる。 

・生徒に休み時間や放課後にタブレットを使用させたい場合，担任（副担任）に教科担当者から

申し出ておかないとならないため，連絡がうまくいかないと生徒の作業が滞る。 

・生徒が教員に申し出ることが億劫で，タブレットを使おうとする生徒があまりいない。 

 鍵の管理を徹底し，タブレットの紛失や無断使用などが起こりにくいようにすることに重点を置

いた結果，生徒が自由にタブレットを使用しづらい環境になり，普及にブレーキをかけてしまった。 

 このことを踏まえ，生徒も教員もよりタブレットを使用しやすい環境にするために，規約の内容

を変更することにした。変更案は，以下の３点である。 

・充電保管庫の鍵を出席簿に付属させる。 

・家庭へ持ち帰る場合は，生徒が各自で持出管理簿に記入する。 

・担任（副担任）は定期考査ごとに持出管理簿の記入内容と充電保管庫内のタブレットの保管状

況を確認する。 

現在，この変更案を情報化推進委員会で検討し，来年度までには新しい規約として運用を開始で

きるように調整中である。 

 規約には，生徒がタブレットを安全に使用できること，および学習活動のために自由に使用でき

ることの両立を求められる。今後も規約を運用していく中で，生徒の教育活動が充実したものにな

るようにサポートできる規約を目指して改善を続けていきたい。 

 

D）具体的方策の実践例 
事例１ ３年生 現代文Ｂ 

  現代文の授業では，「人はなぜ働かなくてはならない

か」というテーマについて，授業の導入時に自分の考え

る働く理由をロイロノートで回答させた。その後，ロイ

ロノートでそれぞれの意見を共有させた。同様に，「仕

事をやめる理由」について，いくつかの選択肢の中から，

ロイロノート上で回答させて集約した。これらも共有さ

せた。 

  ロイロノートのアンケート機能は，回答結果を即時的

に集約および共有できるため，短時間で生徒の意見をク

ラス全体で共有したい場合に最適である。この結果をも

とに，新たな思考活動を広げたり，今後の授業の展開を

検討したりと，さまざまな場面で活用が可能であると考

えられる。 

  現代文の補習では，問題演習においてアンケート機能

を活用した。共通テスト対策問題集を使用しているの

で，設問はすべて選択式である。生徒がどの選択肢を選

んだか，スタディサプリのアンケート機能，ロイロノー

トのアンケート機能およびテスト機能を使い，回答を集

約した。その後，それぞれの問題に対する正答率と誤答

率を確認し，生徒にも共有した。この結果をもとに，その場で解説すべき問題や選択肢を選ぶこと

で，授業を効率的に進めることができた。今回使用した機能のうち，ロイロノートのテスト機能が

本活動に最も適していたと感じた。 

事例２ ２年生理系 化学 

  問題演習において，問題の小問を考えるグループワー

クを実施した。その際，小問をロイロノートのテスト機

能を利用して作成させた。提出させた問題は提出箱の共

有機能を利用してクラス全体に共有し，別のグループの

問題に回答できるようにした。問題に回答した後，その

問題をつくったグループに問題に対するコメントを送

付させ，簡易的な相互評価を行った。 

  ロイロノートは，それぞれの意見や考えを共有するこ

とが容易であり，テスト機能であれば，お互いの問題を

 
図 ロイロノートによるアンケート結果 

 
図 ロイロノートのテスト機能① 

 
図 ロイロノートのテスト機能② 



  

 

解き合うことも可能である。ロイロノートの使用により，さまざまな協働的活動を授業に取り入れ

やすくなると感じた。 

  活動中に生じた問題点として，テストの作成者がアカウントに紐づけられるため，グループの代

表がつくると他の班員のアカウントでは編集ができない点が挙げられる。代表者が欠席した場合，

その問題は編集ができず，新たに別の班員が１から作り直すことになった。班活動の際は，欠席者

が生じた場合の対処を事前に考えておく必要があると感じた。また，ロイロノートのテスト機能は，

自由記述の問題は採点機能が使用できない。そのため，テスト機能の良さを最大限に発揮させるこ

とを考えると，選択問題を作成することが望ましく，問題の作成の自由度が制限された。表現が制

限されることで，生徒の考えや個性が反映されにくい活動になってしまい，それぞれの機能の特長

を理解することが必要であると感じた。 

事例３ ３年生理系 化学 

有機化合物のアルコール，エーテル学習後に振り

返りとしてロイロノートのシンキングツールのべん

図を用いた活動を実施した。本活動は知識の整理，

表現力の育成を狙いとした。設定した評価規準に基

づき，ABC の３段階で評価し，生徒に返却した。 

ロイロノートのシンキングツールにはさまざまな

様式が存在し，活動の趣旨に応じたものを使用する

ことで，効果的に学習活動を行うことができると考

える。しかし，適する様式を選択するためには，そ

れぞれのシンキングツールの意図や使用方法を理解

しなくてはならず，学習活動の目標や目的に沿った

ツールを選ぶためには，多くの知識と経験が必要で

あると感じた。 

今後は，新学習指導要領の観点別学習状況の評価

のうち「主体的に学習に取り組む態度」の評価につ

なげるために，他の生徒のべん図または，採点後の

べん図を見ることにより，自分が記入した時と比較

してどのような変容があったのか振り返りをさせる

場面をつくることも考えている。 

事例４ １，２年生 総合的な探究の時間 

 総合的な探究の時間に，SDGs を題材にした探究活動を実施した。 

１ 課題の設定 

夏休みの課題に，『SDGs17 目標の達成可能性推測マップ』を作ることができるカードを準備し

配信した。カードの中に SDGs のロゴ 17 枚を入れ，自分が「参画できる内容だと感じる」目標の

ロゴをマップの上に移動し，また社会全体において「目標達成可能性」について達成可能だと思

われる目標を右に移動させるよう指示した。 

 

 

 
図 目標達成可能性マップ（左：生徒に配信したカード，右：生徒が提出したカード） 

 

２ 情報の収集 

２枚目のカードには，先ほどのカードの右上に置いた目標について，なぜその目標を選んだの

か理由を記入させた。情報を収集し，「将来自分が大学で学んだことを活かせそうだから」「社会

ではすでにこのような取り組みが行われているから」などの視点で書いてみるように指示をした。 

３ 情報の整理および分析 

 
図 シンキングツール（べん図） 

 
表 活動の評価規準 



  

 

２学期の総合的な探究の時間に，クラス単位で意見を共有し，どの目標が多く「参画できる・

達成可能」と考えられたか集計をした。上位３つに関して，どのような意見があったか。また，

下位３つに関して，なぜ下位になってしまったのか議論した。 

  
図 生徒が提出したカード 図 クラスの集計結果 

 

４ まとめおよび表現 

集計した内容をクラス間で共有するために，最終段階では，学年単位での発表会をコロナウイ

ルス感染拡大防止の観点から Microsoft Teams の会議機能を用いて行った。各クラス１台発表用

のタブレットを用意し，発表者はタブレットのインカメラに移る位置で発表を行った。オンライ

ン会議を実施しているタブレットを各クラスのプロジェクターに接続することで，発表者の様子

が各クラスの生徒に見えるようにした。一部のクラスでは，生徒からの提案で各自が用意したロ

イロノートのスライドを画面共有することで各クラスに配信していた。全校での集会が難しい中

で，生徒はオンラインでも自身の成果を発表できることを前向きに捉えており，意欲的に活動に

取り組んでいた。生徒自ら ICT の効果的な活用方法を考え実践する様子が見られ，タブレットを

用いることによって生徒の主体性を成長させることができると感じた。 

  
図 オンラインでの発表会 

 

E) 授業以外での ICT機器の利用 
事例１ アンケート機能を利用した各種調査 

ロイロノートやスタディサプリといったアプリケーシ

ョンには「アンケート機能」が備わっている。前述の授業

実践の中でも，使用する場面は多かった。アンケート機能

は授業だけではなく，生徒に行う各種調査にも利用できる。

本校で実際に活用された例としては，「家庭のインターネッ

ト環境調査」や「類型登録の予備調査」などが挙げられる。

紙面で行うアンケートは，実施後に担任や他の教員が手作

業で回答内容の確認や集計を行わなければならず，かなり

の作業時間を必要とする。一方で，アプリケーションを使

用すると，回答した生徒全員分のアンケート結果を Excel

のデータとしてそのまま出力でき，集計のための時間と人

員を大幅に削減できる。昨今話題となっている「多忙化解

消」にもつながるのではないだろうか。 

注意すべき点として，アンケートの結果として出力される Excel のデータは，アプリによって形

式がさまざまである。なかには，回答した生徒の ID（クラス番号）が自動で出力されないものもあ

 
図 ロイロノートによるアンケート 



  

 

り，アンケートの質問の中にクラス番号を問う内容のものを入れなくてはならない場合もある。ま

た，アンケートの作成者しか回答の状況を確認できないアプリケーションもあり，担任が未回答の

生徒に対する対応を取りにくい。アンケートの実施前に，生徒全員がアプリケーションを問題なく

立ち上げられえるか確認することも必要で，ID やパスワードがわからずアンケートの回答ができな

い生徒もいた。いくつかの問題点はあったものの，業務の効率化を考えると積極的に使用していく

のが望ましいと感じた。 

事例２ ロイロノートを用いた健康調査 

ロイロノートには「出欠連絡」という機能が存在する。

今年度，一部のクラスで試験的に出欠連絡機能を用いて，

出欠および健康観察の調査を実施した。朝の ST までにロイ

ロノートで用意した出欠連絡のカードに記入し，提出する

ように指示した。基本的には，家でスマートフォンなどを

使い，回答するように指示した。スマートフォンで回答が

できない生徒や家で回答することを忘れた生徒は，担任が

充電保管庫を ST前に開けておき，ST までに教室で回答する

ように指示した。朝の ST時に全員提出されているか確認し，

体温や体調を確認した。１枚１枚確認する必要もなく，問題のあるものは一目でわかるので時間短

縮ができ便利だと感じた。 

しかし，カードを生徒に送った後，回答していない生徒がいた場合，管理画面上に未回答の生徒

の名前が載らないため，回答していないことに気づけないことがあった。実施前に，生徒にテスト

回答させ，全員の名前が名簿に存在するかを確認しておく必要がある。 

事例３ Microsoft Teamsを利用した欠席連絡 

  新型コロナウイルス感染症の流行などにより，今年度は欠席や遅刻に関する保護者からの電話連

絡が多かった。そこで，Microsoft Teams（以下 Teams）を利用して保護者が電話を使わずに欠席連

連絡ができるように整備した。 

  まず，Teams 内にある「Microsoft Forms」の機能を利用して，欠席連絡用の回答フォームを作成

した。この回答フォームは Teams に所属していなくても，リンクや QRコードなどを用いることで所

属外の人たちからも回答ができる。次に，保護者宛に回答フォームへアクセスできるリンクをメー

ルで配信し，保護者が欠席に関する回答をできるようにした。保護者からの回答は，即時的に Excel

のデータとしてまとめられ，各クラスの担任が当日の欠席者などの一覧を確認することができる。

これにより，朝の欠席者の集約が効率的に行えるようになった。 

  問題点として，回答を受け付ける時間に制限をかけることができず，朝の ST 開始後に連絡する家

庭もあるため，ST 後も担任が確認しなくてはならない場合があった。また，電話で連絡をすること

よりも，学校へ連絡することのハードルが下がり，欠席者が増える原因にもなるのではないかとい

う意見もあった。Teamsで連絡ができても，担任が後に家庭連絡をしなくてはならない場合も多く，

単純に多忙化を解消することに繋げられない側面もあると考えられる。 

事例４ やむを得ず学校に登校できない生徒に対するオンラインによる学習支援（資料３） 

  新型コロナウイルス感染症に罹患，または濃厚接触者となった場合，１週間程度登校できなくな

る。また，新型コロナウイルス感染症に限らず，病気や怪我などで長期間欠席を余儀なくされるケ

ースも珍しくない。これまでは，欠席期間中の学習を支援するとなると，課題を作成して渡すなど

の対応を取ることしかできなかった。しかし，生徒１人１台タブレットの配備や校内のインターネ

ット環境の整備が進んだことで，欠席中の生徒に対しオンラインによる学習支援が実施できるよう

になった。具体的には，Teams のビデオ会議機能を利用することで，該当生徒が所属クラスの授業を

家庭で視聴できるようにした。 

  欠席中の生徒またはその保護者はオンラインによる学習支援を希望する場合，まずは「学習支援

願」（資料４）を学校へ提出する。オンラインによる学習支援を実施する際の条件は， 

 １ 病気やけがによる欠席や，出席停止に該当する日数が，一週間以上程度見込まれること。 

 ２ 該当生徒および保護者がオンラインにおける学習支援を希望していること。 

 ３ 校長が学習支援の必要性を認めること。 

 ４ 病気やけがなどによる場合には，主治医と確認し，学習することで心身に支障をきたす恐れが

ないこと。 

 の４点とした。オンラインによる学習支援が決定した場合，該当生徒にはタブレットを持ち帰らせ，

該当クラスには撮影用のタブレットが配備される。撮影用のタブレットは，各クラスの図書委員が

 
図 ロイロノートによる健康調査 



  

 

設置および配信操作を行い，移動教室の際は同じ教室の生徒が機器の設置および配信操作を行うこ

ととした。これにより，毎時間教員が撮影用タブレットを準備する負担が減り，授業もスムーズに

開始することができている。 

  現状，大きな問題点は報告されていないが，視聴している生徒からやや黒板が見えづらいという

意見が出ている。また，教員が撮影用タブレットの画面を見ながら授業を実施しようとするとイン

カメラで授業を撮影することになる。この場合，視聴している生徒には黒板が左右反転して映って

しまうため，生徒の様子を同時に確認したいときは，撮影用とは別のタブレットで会議に参加して

おく必要がある。 

  ハード面で改善が必要な点はあるものの，授業に出ることのできない生徒の学習支援として，授

業の配信は一定の効果があると感じている。 

 

F) まとめ 
県立高等学校教育課題研究指定校事業として１年間，あいちラーニング推進事業として２年間，

「主体的・対話的で深い学びを推進するための取組」をテーマに研究を続けてきた。昨年度から ICT

の効果的な活用をテーマに加えたが，今年度からは愛知県教育委員会から生徒１人１台タブレット

の貸与によって，授業改善が飛躍的に進んだ。また，タブレットの活用方法も含めたより発展的な

研究にも取り組むことができたと考える。 

「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業を実践していくうえで，タブレットを活用するこ

との利点としては，以下の２点が挙げられる。 

第一に，生徒同士の意見共有が容易に行える点である。ICT を活用しない場合，生徒間で意見の共

有を行う方法として「口頭による発表」や「各生徒の意見を用紙にまとめ配付する」などが考えら

れる。前者は即時的ではあるが，一部の生徒の意見を共有するに留まる。後者は広く共有できるが，

準備に時間がかかる。それに対し，ICTを利用する場合は，アプリケーションの共有機能を使うこと

で，即時的にクラス全体の意見を共有することが可能である。公開授業に対する生徒アンケートで

は，他生徒との意見交換を望む声が多かった。アンケート結果からも，ICT を利用した意見共有は生

徒の主体性や協働性を伸ばすことに繋がると考えられ、積極的に導入する価値は高いと言える。 

次に，生徒がさまざまな形で考えを表現できる点である。生徒に発言や作文を課すことで，自身

の考えを表現させる場面を設けることはよくある。しかし，人前で発言することや文章を書くこと

が苦手である生徒は少なからず存在する。このような生徒に発言や作文によって考えを表現するこ

とを促しても，うまくいかない場合が多い。これは，表現の方法が「発言」や「作文」に限定され

てしまっていることに問題があると考えられる。タブレットを活用することで，声や文章による表

現はもちろん，選択式のアンケートやドラッグ＆ドロップなどのタッチ操作を利用した解答方法な

ど，さまざまな形で表現させることが可能になる。普段あまり発言をしない生徒でも，出力の方法

を変えることで考えを発信することのハードルが下がれば，より主体的，協働的な活動に取り組み

やすくなると考える。 

ICTを活用した主体的・対話的で深い学びを推進するために考えていくべき課題としては，以下の

２点が挙げられる。 

まず，タブレットの使用そのものが授業の目的となってしまう点である。今年度は１人１台タブ

レットの導入１年目ということもあり，積極的に授業でタブレットを活用することを推し進めてき

た。しかし，「タブレットを使う」ことそのものが授業の目的となってしまい，活動を通して生徒に

何を学ばせたいのか，どんな生徒を育てたいのかという視点で教材研究ができていないケースがあ

った。一番の原因は，タブレットやその他 ICT 機器の特性を理解できていないことであるが，タブ

レットを使った授業の経験や教員間の情報共有の拡大によって解消されると考える。まずは実際に

使用し，そこで得た経験を学校全体で共有していくことで，教員の ICT への理解度を高めていきた

い。 

次に，タブレットを活用した活動の評価基準と評価方法である。タブレット使用の有無に関わら

ず，生徒の主体性や思考力・表現力を適切に評価しようとすれば，評価の客観性，信頼性，妥当性，

効率性が求められる。そのためには，さらに評価規準を綿密に作成する必要がある。タブレットの

導入により，これまで以上に主体的・対話的で深い学びを意識した授業の実践が進んでいくと考え

られる。また，タブレットの活用によって教育活動の幅は広がり，さまざまな形で生徒を評価する

必要が出てくると考えられる。ICTの効果的な活用とともに指導と評価の一体化を目指して，評価に

ついても継続して研究していきたい。 

保護者や学校評議員の方々からは，「子どもからタブレットを活用した協働学習の実践等について



  

 

は聞いている。また，コロナ禍で自宅待機を余儀なくされている子どもたちにとって，オンライン

授業の実施はありがたい。学校の取組は大変有意義であるので，今後も継続していただきたい。」等

のご意見をいただいている。ICT の活用は学習支援として有効であるだけではなく，アンケートの集

計等における教員の多忙化解消他，生徒の思考力の育成や表現力の醸成等においても欠かせない。

今後，ICTの活用を進めていく中で多くの課題と直面することになると考えられるが，失敗を恐れず，

さまざまなチャレンジをし続けていくことが大切であると感じている。本事業を通して得た知見と

技術をもって主体的・対話的で深い学びを実現する授業を来年度以降も実施し，生徒一人一人の更

なる成長に向けて，学校全体で一丸となって取り組んでいきたい。 

 

 


